
 
 

令和２年３月 19 日 
 

市内放課後等デイサービス事業所 管理者様 
 
                         横須賀市福祉部障害福祉課 
 

新型コロナウイルス対策事業に伴う請求事務の対応について 

 
 日頃、本市の障害福祉施策の推進につきまして、格段の御協力をいただき厚く御礼申し上
げます。 

さて、今回新型コロナウイルス感染症の国内感染拡大防止対策の実施に伴い、厚生労働省
より放課後等デイサービスに関する事項の事務連絡が発出されているところです。 

すでに国、県より通知されておりますが、横須賀市におきましてもご対応いただきたい内
容を以下の通り取りまとめましたので、ご確認ください。 

ご多忙のところ申し訳ありませんがご対応よろしくお願いいたします。 
 
１ 市立学校の臨時休業日に対する請求の取り扱い 
  横須賀市の学校では、令和２年３月３日から令和２年３月 25 日まで休校となります。 
  当該期間につきましては、平日であってもサービス提供時間全体の基本報酬単価につ

いて、平日単価ではなく学校休業日単価として請求してください。 
 
※令和２年３月 25 日は、多くの学校が終業式のため登校日になると聞いておりますが、

ご不明な場合は各学校へお問い合わせください。 
※一部学校では、期間内に登校日が設けられておりますのでご確認ください。 

 
２ 請求方法について 
  ３月提供分の請求におきましては、通常通り国保連合会に請求していただきます。 
  今後、臨時休業期間の請求について内訳を求める場合がございますので、その際はご対

応よろしくお願いします。 
  その他放課後等デイサービスに係る請求に関して、今後新たな情報が判明し次第、逐次

ご案内いたします。 
 
                        問合わせ先 
                         横須賀市役所障害福祉課給付係 
                         電話 ０４６－８２２－９４８８ 
                         FAX ０４６－８２５－６０４０ 


